








要  約:低出生体重児(出生体重 1500～2500g 未満)として出生した乳児を対象として、離

乳開始前から離乳完了期まで、すなわち生後(暦年齢)4 ケ月から 18 ケ月までの期間に、

約 2～3ヶ月毎の縦断的観察(離乳の進行状況、哺乳の状況、栄養素摂取量、食行動発達等、

身体発育等)を行う。本年度は、都内 M 病院において、比較基準データの収集および調査

票等についての予備的検討を目的として、正常体重児を対象にパイロット調査を行った。

その結果等をふまえて、埼玉県の K病院で本調査を開始した。


